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協議事項６．自家用有償旅客運送（福祉有償運送）の変更について 

 

１．協議事項の概要 

対象路線 社会福祉法人神東会による福祉有償運送 

協議内容 運送の対価以外対価として待料金を設定する 

変更理由 R3.7.7に更新登録されたが、待料金の設定の協議がなされておらず、改めて協議す

るため 

 

２．運行概要 

実施主体  

団体名 社会福祉法人 神東会 

設立年月日 平成 4年 6月 26日 

福祉有償運送 

更新登録年月日 
令和 3年 7月 7日 登録の有効期間 

令和 3年 7月 17日から 

令和 6年 7月 16日まで 

所在地 飛騨市神岡町東町 690番地 

代表者 代表理事 柚原 誠 

     

運送状況  

運送の目的 
単独で公共交通機関を利用することが困難なものに対し、通院・買物

支援を行うことを目的とする。 

旅客数（R3.3現在） 59名 

車両保有台数 ・福祉車両 ４台 ・セダン型車両 ０台 

持込車両台数 ・福祉車両 ０台 ・セダン型車両 ０台 

運転免許の種別 ・普通１種 ９名 ・普通２種 ０名 

損害賠償措置 
対人：無制限、対物：無制限。人身傷害保険及び搭乗者障害保険への

加入あり 

運 送 地 域 発着のいずれかが飛騨市内であること 

運送実績 

（R2.4～R3.3） 
運送回数：287回  総収入：407,950円 



運送の対価 

【距離制】初乗り：４５０円（２kmまで） 

     走行距離が２kmを越える場合、１kmまでごとに１６０円 

【時間制】初乗り：４５０円（１０分まで） 

     走行時間が１０分を越える場合、５分までごとに１６０円 

※距離制、時間制の高額な方を適用する。 

料金算定根拠 運送距離に応じて、概ねタクシーの１/２程度 

運送の対価以外の 

対価 
待料金 ５分までごとに１６０円 

会費 
入会金：１，０００円 

※年度の途中は月割り月額 100円 

備考 苦情、事故報告なし 

 


